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「厚生労働省健康・生活衛生局健康課　専門官又は主査の募集について」における採用形態について、以下のとおり意思表明します。

希望番号：＿＿
（以下から選択して下さい。）
1 任期付職員法第３条第１項（特定任期付職員）（※１）としての採用のみを希望する
2 任期付職員法第３条第２項（特定任期付職員以外の任期付職員）としての採用のみを希望する
3 どちらでも可（※２）


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（※１）特定任期付職員となる要件は、「任期付職員の採用及び給与の特例の運用について（平成１２年１１月２７日任企―５９０）」をご参照ください。
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/23_ninkitukishokuin/2301000_H12ninki590.html

＜特定任期付職員となる要件の一例（一部抜粋）＞
イ　情報システム又はサイバーセキュリティに関する業務に従事していた者であり、かつ、その従事する業務に必要な高度の専門的な知識経験を有していることが、独立行政法人情報処理推進機構のＩＴスキル標準においてレベル４以上と評価されることにより明らかであること。
ロ　情報システムの実務を通じて得た高度の専門的な知識経験を有する者であって、情報システムの構築又は運用のプロジェクト（１０人以上の組織で実施されるものに限る。）の責任者の業務に３年以上従事した経歴を有しているものであること。
ハ　ＣＥＨ（International Council of E-Commerce Consultantsが認定するCertified Ethical Hackerをいう。）、ＣＩＳＳＰ（International Information Systems Security Certification Consortiumが認定するCertified Information Systems Security Professionalをいう。）、ＣＩＳＡ（Information Systems Audit and Control Associationが認定するCertified Information Systems Auditorをいう。）、ＣＩＳＭ（Information Systems Audit and Control Associationが認定するCertified Information Security Managerをいう。）若しくは特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会が認定する公認情報セキュリティ監査人（公認情報セキュリティ主任監査人又は公認情報セキュリティ監査人に限る。）の資格を有し、又は情報処理の促進に関する法律（昭和４５年法律第９０号）第６条第１項に規定する情報処理安全確保支援士試験若しくは情報処理の促進に関する法律施行規則（平成２８年経済産業省令第１０２号）第３条第２項第３号に規定する高度試験のいずれかに合格している者であって、サイバーセキュリティに関する業務に３年以上従事した経歴を有しているものであること。

（※２）経歴等を勘案して採用形態を判断いたします。
